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• 令和元年１２月末現在，退去強制令書の発付を受けて収容中の者は
９４２人であり，このうち６４９人（６９％）が送還を忌避する被収容者で
ある。

• 送還を忌避する被収容者６４９人のうち，７５人（１２％）が入管関係訴
訟係属中で，３９１人(６０％)が難民認定手続中である。この３９１人
のうち，複数回申請に及んでいる者は２２７人(５８％，最多５回）であ
る。

• 令和元年１２月末現在，退去強制令書の発付を受けて仮放免中の者
は２２１７人である。

• 被退令仮放免者２２１７人のうち，１８９人（９％）が入管関係訴訟係属
中で，１４１２人(６４％)が難民認定手続中である。この１４１２人のうち，
複数回申請に及んでいる者は９７５人(６９％，最多６回）である。

送還忌避被収容者及び被仮放免者のうち
難民認定手続中の者及び訴訟係属中の者に関する集計値（速報値）

令和元年１２月末現在の数値の集計作業中であるところ，取り急ぎ集計した速報
値（今後の精査により若干の変更の可能性あり。）は，以下のとおり。


